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新しい学習指導要領

放射線教育と学習指導要領

第４０回「みんなのくらしと放射線展」放射線教育関係者意見交換会
令和５年８月５日（土） 大阪科学技術館

文部科学省
国立教育政策研究所 教育課程研究センター
研究開発部 教育課程調査官・学力調査官
（併任）初等中等教育局 教育課程課 教科調査官

小林 一人



自己紹介 小林一人（こばやしかづと）

・元東京都立高等学校 物理科教諭

・スーパーサイエンスハイスクールに勤務、放射線に関する探究活動を指導

・平成26年度・平成30年度・令和３年度発行

文部科学省放射線副読本 作成協力者

・東京都立戸山高等学校主幹教諭、東京都教育庁指導部指導主事を経験

・令和４年より国立教育政策研究所 教育課程調査官・学力調査官

（併任）文部科学省 初等中等教育局 教科調査官
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学習指導要領のポイント
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新学習指導要領とGIGAスクール構想の関係

Society5.0
IoTAI
SDGsrobotics

これからの学校には、（略）⼀⼈⼀⼈の児童（⽣徒）が、⾃分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる
他者を価値のある存在として尊重し、多様な⼈々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな⼈
⽣を切り拓き、持続可能な社会の創り⼿となることができるようにすることが求められる。

個別最適な学び（教師視点では「個に応じた指導」） 、協働的な学び

主体的・対話的で深い学び

変化を前向きに受け止め、社会や
⼈⽣、⽣活を、⼈間ならではの感
性を働かせてより豊かなものに

２０３０年の社会と⼦供たちの未来

平成29年、30年、31年学習指導要領

GIGA※スクール構想（１人１台端末・高速ネットワーク）（カリキュラム・マネジメントにおける物的な体制整備に位置付けられる。）
教育・学習におけるICT活⽤の特性・強みを⽣かし、新学習指導要領の趣旨を実現するため重要な役割を果たす。

資質・能⼒の育成

授業改善

⼀体的に充実

主体的・対話的で深い学び、個別最適な学び及び協働的な学びに⽣かす

学習指導要領 総則
第３ 教育課程の実施と学習評価

学習指導要領 総則
第４ 児童（生徒）発達の支援

社会の変化が加速度を
増し、複雑で予測困難に

前文

・各教科等で育成を目指す資質・能⼒の育成
・⾔語能⼒、情報活⽤能⼒、問題発⾒・解決
能⼒等の教科等横断的な視点に⽴った資
質・能⼒の育成等

思考⼒、判断⼒、
表現⼒等知識及び技能

学びに向かう⼒、
⼈間性等

社会の変化にいかに対処して
いくかという受け身の観点に
⽴つのであれば難しい時代

育成を目指す資質・能⼒の三つの柱

（平成28年12月中央教育審議会答申から抜粋）

※Global and Innovation Gateway for Allの略 4



教育課程の実施と学習評価

児童(⽣徒)の発達の支援

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実（イメージ）

深い学び

対話的な学び

主体的・対話的で深い学び

主体的な学び

学習指導要領 総則 第３

学習指導要領 総則 第４

学ぶことに興味や関心を持ち、⾃己のキャリア形成の方向性
と関連付けながら、⾒通しを持って粘り強く取り組み、⾃己
の学習活動を振り返って次につなげる

子供同士の協働、教職員や地域の⼈との対話、先哲の考え
方を⼿掛かりに考えること等を通じ、⾃己の考えを広げ深める

習得・活⽤・探究という学びの過程の中で、各教科等の特
質に応じた「⾒方・考え方」を働かせながら、知識を相互に
関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成
したり、問題を⾒いだして解決策を考えたり、思いや考えを
基に創造したりすることに向かう

平成29,30年改訂

資質・能⼒の育成

一体的に
充実

これからの学校には……一人
一人の児童(生徒)が、自分
のよさや可能性を認識すると
ともに、あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し、多様な
人々と協働しながら様々な
社会的変化を乗り越え、豊かな
人生を切り拓き、持続可能な社
会の創り手となることができるよ
うにすることが求められる。

協働的な学び

学習内容の確実な定着

必要に応じた
重点的な指導、
指導方法等の工夫

各々の興味・関心・
キャリア形成の方向性等

各々の特性・学習
進度・学習到達度等

⼀⼈⼀⼈に
応じた学習活動・
学習課題の提供

学習の個性化

学習を深め、広げる

指導の個別化

個別最適な学び（教師視点では「個に応じた指導」）

異なる考え方が組み合わさり
よりよい学びを⽣み出す

クラスメイト

異学年・他校の子供

地域の⼈

⾃
ら
学
習
を
調
整 ⼀⼈⼀⼈の

よい点・可能性

多様な
他者と協働

等
修得主義
の考え方を⽣かす

履修主義
の考え方を生かす

・個々⼈の学習状況に応じて学習内容を提供 ・⼀定の期間における個々⼈の学習の状況・成果を重視

・集団に対して共通に教育を⾏う ・⼀定の期間の中で個々⼈の多様な成⻑を包含 学習指導要領 前文

⾃
ら
学
習
を
調
整

授業改善

授業外の
学習の改善

専門家

※本資料は、「教育課程部会における審議のまとめ」（令和３年１月25⽇中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）に基づき、概念を簡略化し図等として整理したものである。



理科で育成を目指す資質・能力を育成する観点から，
自然の事物・現象に進んで関わり，
見通しをもって観察，実験などを行い，
その結果を分析して解釈するなどの
科学的に探究する学習を充実。

理科を学ぶことの意義や有用性の実感
及び理科への関心を高める観点から，
日常生活や社会との関連を重視。

学習指導要領改訂に当たっての基本的な考え方



中学校理科で育成を目指す資質・能力

・「知識及び技能」

自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の

理解，科学的に探究するために必要な観察・実

験等の技能

・「思考力，判断力，表現力等」

科学的に探究する力

・「学びに向かう力，人間性等」

科学的に探究しようとする態度



中学校学習指導要領 ＜H29改訂＞
第２章 各 教 科
第４節 理 科
第１ 目 標
自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え
方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うこと
などを通して，自然の事物・現象を科学的に探究
するために必要な資質・能力を次のとおり育成す
ることを目指す。
(1) 自然の事物・現象についての理解を深め，
科学的に探究するために必要な観察，実験な
どに関する基本的な技能を身に付けるようにす
る。 【知識及び技能】
(2) 観察，実験などを行い，科学的に探究する
力を養う。 【思考力，判断力，表現力等】
(3) 自然の事物・現象に進んで関わり，科学的
に探究しようとする態度を養う。

【学びに向かう力，人間性等】

中学校学習指導要領（平成29年3月31日公示）における「目標」の構成

中学校学習指導要領 ＜H20＞
第２章 各 教 科
第４節 理 科
第１ 目 標
自然の事物・現象に進んでかかわり，
目的意識をもって観察，実験などを行
い， 科学的に探究する能力の基礎と
態度を育てるとともに自然の事物・現
象についての理解を深め，科学的な見
方や考え方を養う。

目 標 目 標



学習指導要領における放射線の取り扱い



中学校学習指導要領における取扱い

放射線の記載について，

昭和33年改訂 中学校学習指導要領 記載有

昭和44年告示 中学校学習指導要領 記載有

昭和56年（1981年）度から実施

昭和52年告示 中学校学習指導要領 記載無

平成元年告示 中学校学習指導要領 記載無

平成10年告示 中学校学習指導要領 記載無

平成23年（2011年）度移行措置として実施，平成24年度～全面実施

平成20年告示 中学校学習指導要領 記載有

平成29年告示 中学校学習指導要領 記載有

※ 中学校理科で「放射線」が指導されていないのは1981年から2010年まで
の30年間
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昭和
43～45

年改訂

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）
（時代の進展に対応した教育内容の導入） （算数における集合の導入等）

昭和
52～53

年改訂

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化
（各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる）

平成
元年
改訂

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

平成
10～11

年改訂

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設）

昭和
33～35

年改訂

教育課程の基準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等） （系統的な学習を重視）

平成
20～21

年改訂

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランス
（授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

学習指導要領の変遷（昭和30年代以降）
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改訂のポイント キーワード 小学校 中学校

昭和33年 教育課程の規準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等）

系統的な
学習

２・２・３・３・４・４ ４・４・４

昭和43～
44年

教育内容の一層の向上
（時代の進展に対応した教育内容の導入）

教育の
現代化

２・２・３・３・４・４ ４・４・４

昭和52年 ゆとりある充実した学校生活の実現
（各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる）

ゆとりと
充実

２・２・３・３・３・３ ３・３・４

平成元年 社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

新学力観 -・-・３・３・３・３ ３・３・3～4

平成10年
基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力な
どの「生きる力」の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設）

生きる力 -・-・２・2.6・2.7・2.7 ３・３・2.3

平成20年
「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思
考力・判断力・表現力等の育成のバランス
（授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

言語と
体験

-・-・2.6・３・３・３ ３・４・４

改訂年
理科週当たり時数教育課程

小・中学校教育課程の変遷
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昭和44年告示 （４，４，４）

第１分野

(８) 物質と電気

イオンのモデルにより，酸・アルカリの特性および中和，沈殿反応などを考察させ，あ
わせて物質の構造の大要を知らせる。

ウ 物質の構造

(ア) 有機化合物は，炭素原子がもとになって結合してできていること。

(イ) 放射性元素の原子は，放射線を出して，ほかの元素の原子に変わること。

(ウ) 原子は，原子核と電子とからできており，原子核は，陽子と中性子とからでき
ていること。

(10) 運動とエネルギー

いろいろな運動を力やエネルギーと関連づけて考察させ，あわせてエネルギーの保存
について理解させる。

エ エネルギーのすがたの移り変わり

(オ) エネルギーは，いろいろなすがたに移り変わるが，閉じた系内では，その総量
は保存されること。
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平成20年告示 （３，４，４）

(7) 科学技術と人間

エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活とのかかわりについて認識を深め，自然
環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養う。

ア エネルギー

(ｱ) 様々なエネルギーとその変換

エネルギーに関する観察，実験を通して，日常生活や社会では様々なエネルギーの
変換を利用していることを理解すること。

(ｲ) エネルギー資源

人間は，水力，火力，原子力などからエネルギーを得ていることを知るとともに，エネ
ルギーの有効な利用が大切であることを認識すること。

【内容の取扱い】

イ アの(ｲ)については，放射線の性質と利用にも触れること。
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平成29年告示 （３，４，４）
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第１分野

⑶電流とその利用

電流とその利用についての観察，実験などを通して，次の事項を身に付けることがで
きるよう指導する。

ア 電流，磁界に関する事物・現象を日常生活や社会と関連付けながら，次のことを理
解するとともに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けること。

（ア）電流

㋓ 静電気と電流

異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり，帯電した物体間では空間を隔て
て力が働くこと及び静電気と電流には関係があることを見いだして理解すること。

【内容の取扱い】

エ アのアの㋓については，電流が電子の流れに関係していることを扱うこと。また，
真空放電と関連付けながら放射線の性質と利用にも触れること。



平成29年告示 （３，４，４）

⑺科学技術と人間

科学技術と人間との関わりについての観察，実験などを通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。

ア 日常生活や社会と関連付けながら，次のことを理解するとともに，それらの観察，実
験などに関する技能を身に付けること。

アエネルギーと物質

㋐ エネルギーとエネルギー資源

様々なエネルギーとその変換に関する観察，実験などを通して，日常生活や社会
では様々なエネルギーの変換を利用していることを見いだして理解すること。また，
人間は，水力，火力，原子力，太陽光などからエネルギーを得ていることを知るとと
もに，エネルギー資源の有効な利用が大切であることを認識すること。

【内容の取扱い】

ア アのアの㋐については，熱の伝わり方，放射線にも触れること。また， 「エネル
ギーの変換」については，その総量が保存されること及びエネルギーを利用する際
の効率も扱うこと。
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学習指導要領改訂の考え方

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び
対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り⼿となるために必要な資質・能⼒を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

⽣きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能⼒を育成
知識の量を削減せず、質
の⾼い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、⾼校の新科目「公共」の
新設など
各教科等で育む資質･能⼒を明確化し、目標や内容を構造
的に示す
学習内容の削減は⾏わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

未知の状況にも対応できる
思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成⽣きて働く知識・技能の習得

学びを人⽣や社会に⽣かそうとする
学びに向かう⼒・⼈間性等の涵養
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文部科学省の取組



放射線副読本の発行（令和３年10月改訂）
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/housyasen/1410005_00001.htm

文部科学省ホームページよりダウンロード可能



20



放射線に関する教員研修及び出前授業
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放射線教育実施状況調査（令和元年度実施）
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放射線教育実施状況調査（令和元年度実施）
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○○

新しい学習指導要領

放射線教育と学習指導要領

第４０回「みんなのくらしと放射線展」放射線教育関係者意見交換会
令和５年８月５日（土） 大阪科学技術館

文部科学省
国立教育政策研究所 教育課程研究センター
研究開発部 教育課程調査官・学力調査官
（併任）初等中等教育局 教育課程課 教科調査官

小林 一人


